
徳
島
県
告
示
第
五
百
四
十
九
号

徳
島
県
産
業
廃
棄
物
実
態
調
査
に
つ
い
て
、
徳
島
県
統
計
調
査
条
例
（
平
成
二
十
一
年
徳
島
県
条
例
第

十
七
号
）
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
目
的
等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
三
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

調
査
の
名
称
及
び
目
的

１

名
称

徳
島
県
産
業
廃
棄
物
実
態
調
査

２

目
的

徳
島
県
廃
棄
物
処
理
計
画
（
第
五
期
）
策
定
の
基
礎
資
料
と
す
る
た
め
、
平
成
三
十
年
度
の
県
内

に
お
け
る
産
業
廃
棄
物
の
発
生
、
処
理
状
況
等
の
実
態
を
調
査
し
、
そ
の
現
状
分
析
及
び
将
来
予
測

を
行
う
。

二

調
査
対
象
の
範
囲

１

地
域
的
範
囲

県
内
全
域

２

属
性
的
範
囲

日
本
標
準
産
業
分
類
（
平
成
二
十
五
年
十
月
改
定
）
に
掲
げ
る
大
分
類
Ｃ
―
鉱
業
、
採
石
業
、
砂

利
採
取
業
、
大
分
類
Ｄ
―
建
設
業
、
大
分
類
Ｅ
―
製
造
業
、
大
分
類
Ｆ
―
電
気
・
ガ
ス
・
熱
供
給
・

水
道
業
、
大
分
類
Ｇ
―
情
報
通
信
業
、
大
分
類
Ｈ
―
運
輸
業
、
郵
便
業
、
大
分
類
Ｉ
―
卸
売
業
、
小

売
業
、
大
分
類
Ｌ
―
学
術
研
究
、
専
門
・
技
術
サ
ー
ビ
ス
業
、
大
分
類
Ｎ
―
生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業

、
娯
楽
業
、
大
分
類
Ｏ
―
教
育
、
学
習
支
援
業
、
大
分
類
Ｐ
―
医
療
、
福
祉
及
び
大
分
類
Ｒ
―
サ
ー

ビ
ス
業
（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）
の
事
業
を
営
む
事
業
所

三

報
告
を
求
め
る
事
項
及
び
そ
の
基
準
と
な
る
期
日
又
は
期
間

１

報
告
を
求
め
る
事
項

県
内
に
お
け
る
産
業
廃
棄
物
の
発
生
、
処
理
状
況
等

２

基
準
と
な
る
期
日
又
は
期
間

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

報
告
を
求
め
る
者

二
に
該
当
す
る
事
業
所
（
業
種
に
よ
り
全
数
又
は
無
作
為
抽
出
に
よ
る
。
）

五

報
告
を
求
め
る
た
め
に
用
い
る
方
法

１

調
査
方
法

郵
送
調
査
及
び
オ
ン
ラ
イ
ン
調
査

２

調
査
受
託
者

株
式
会
社
日
本
環
境
工
学
設
計
事
務
所

東
京
都
千
代
田
区
神
田
神
保
町
二
丁
目
七
番
地
三

六

報
告
を
求
め
る
期
間

令
和
元
年
十
二
月
三
日
か
ら
令
和
二
年
一
月
八
日
ま
で

七

そ
の
他
必
要
な
事
項

こ
の
調
査
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。


